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2016 年度点検・評価シート 
Ⅰ 評価項目・担当部局 
対象部局 法務研究科（法科大学院） 
評価基準１ 理念・目的 
点検・評価項目(1) 1-1 大学・学部・研究科等の理念・目的は、適切に設定されているか。 
評価の視点 理念・目的の明確化 
 設置の主旨や歴史からみた理念・目的の適切性 
 個性化・独自性、国際化への対応 
点検・評価項目(2) 1-2 大学・学部・研究科等の理念・目的が、大学構成員（教職員および学生）に周知され、社会に公表されて

いるか。 
評価の視点 構成員に対する周知方法と有効性 
 社会への公表方法 
点検・評価項目(3) 1-3 大学・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 
評価の視点 責任主体・組織、権限、手続きを明確にしているか。また、その検証プロセスを適切に機能させているか。 

 
Ⅱ【点検・評価項目ごとの現状説明】 

1-1 法務研究科は、法曹養成のための教育・研究を行う専門職大学院として、2004（平成 16）年に開設された。設置にあたっ

ては、以下のことを教育理念として掲げた。 
すなわち、21 世紀の法曹養成の主眼たる理論的教育と実務的教育を架橋するものとして、公平性、開放性、多様性を旨とし

つつ、 
（1）国民の「社会生活上の医師」としての法曹に必要とされる専門的資質・能力の習得と豊かな人間性の涵養、向上を図る。 
（2）専門的知識を習得させることのみならず、それを批判的に検討し、発展させていく創造的な思考力、あるいは法的問題

の解決に必要な法的分析力や法的議論の能力などを育成する。 
（3）先端的な法領域について基本的な理解を得させ、また社会に生起する様々な問題に対して広い関心を持たせるとともに、

新しい社会の多様なニーズに応える幅広くかつ高度の専門的教育を行う。 
（4）経済的に恵まれない人を対象としたクリニックなどの体験において法曹としての責任感や倫理観を養う。 
などの諸理念を総合的に実現するような教育を行う（法務研究科設置認可申請書「法務研究科設置の趣旨及び必要性」2003
年）。 
 本研究科は、以上のような教育理念に基づいて、教育研究上の目的を「法曹養成のための教育を行うことを目的とする」と

定めている(A1-3 第 1 条)。そして、これを以下のような文言に読み替え、大学構成員および社会に向けて、研究科ホームペ

ージや『Guide Book』等で公表している(A1-8 p.4、B1-2)。 
「本研究科は、法曹養成のための教育・研究を行うことを目的とし、公平性、開放性、多様性を旨としつつ、理論的教育と実

務的教育を架橋し、豊かな人間性を持つ『社会生活上の医師』としての法曹に必要とされる専門的能力を涵養しつつ、先端的・

専門的法領域も理解して社会に生起する様々な問題にも対応することのできる法曹を養成する。」 
なお、本研究科は、すでに 2013 年 12 月の大東文化学園理事会において、将来の閉校（閉科）を前提として、2015 年度より

学生募集を停止している。 
1-2 教職員および学生に対する周知としては、ホームページに理念・目的を公開しているほか、教育の理念・目的およびカリキュ

ラムを掲載したガイドブックを、非常勤講師を含めて全教員に配布している(B1-2、A1-8 p.4)。さらに、学生に対しては、入

学時のオリエンテーション、在学生ガイダンス、オフィスアワー等による学生との面談の機会を利用して、教育理念の理解を

得ることに務めてきた。社会に対しては、ホームページやガイドブック、募集要項、進学相談会、広告等を通じて公表してき

た。 
1-3 理念・目的の適切性については、年度ごとに自己点検・評価活動を行い、法務研究科教授会で承認を受けることで、定期的に

検証している(B1-16)。 
【効果が上がっている事項】 

1-1 2012 年度に認証評価機関（日弁連）から適合の評価を受け、法曹像の周知、入学者の多様性の確保については高い評価を得

た。『社会生活上の医師』を育てるという理念は日々の法務研究科運営の中で実践されている。 

1-2 2015 年度より学生募集を停止していることは Web でも公表している。 

1-3 閉科に至るまで、本研究科の理念・目的に適った教育体制が整備されている。 

【改善すべき事項】 
1-1  
1-2  
1-3  
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本項目の根拠資料（データ類、裏付けとなる資料） 
＜根拠資料＞ 
A1-3 大東文化大学大学院法務研究科（法科大学院）学則  
A1-8 大東文化大学法科大学院 2014 ガイドブック  
B1-1  大東文化大学将来基本計画 DAITO VISON 2023  
B1-2 法科大学院ホームページ （教育研究上の目的及び基本方針(3 つのポリシー)） 
 http://www.daito.ac.jp/lawschool/profile/policy.html  
B1-4  『大東文化大学 将来ヴィジョンと基本方針』（2016 年 2 月総合企画室発行）  
B1-5  大学ホームページ（建学の精神・教育の理念）http://www.daito.ac.jp/information/about/idea.html 
大東文化大学の基準別基本方針 http://www.daito.ac.jp/information/about/basicpolicy.html  
B1-6  大学ホームページ（情報公開）http://www.daito.ac.jp/information/open/index.html  
B1-16 大東文化大学ホームページ（自己点検・評価活動） 
http://www.daito.ac.jp/information/examine/inspection/index.html 
B1-18 大東文化大学基準別基本方針 
B1-22 大学データ集 
 
＜大学基礎データ＞ 
ｄ1-表 1 全学の設置学部・学科・大学院研究科等（2016 年 4 月 1 日現在） 
〔追加資料〕 
 

 
Ⅲ【達成目標】目標の進捗状況は、「S：完全に達成」 「A：概ね達成」 「B：やや不十分」 「C：不十分」 で、評価する。 

達成目標 目標達成の指標となるもの  評価 
2014 2015 2016 2017 2018 

中期目標 
(2014～ 
2018） 

理念・目的は、既に適切に設定され、

かつ、2015 年度以降の学生募集を停

止するため、達成目標はない。 

 →    
A 

  

14 年度 
目標 

同上  →      

15 年度 
目標 

同上        

16 年度 
目標 

同上        

 


